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案内 １２ 

 

ホルター心電図検査を受けられる方へ 

この検査は、普段の生活状態のままで携帯型の機器を装着し、24時間心電図

を記録することで、どれだけ心臓に負担がかかっているのかを調べる検査です。 

１ 検査中、日常生活にほとんど制限はありませんが、入浴、シャワーはでき

ません。 

２ 心電図の変化と症状や日常生活との関連を調べるため、簡単な日記帳（検

査時に渡します）をつけていただきます。 

３ 心電図記録のための電極シールを一日中皮膚に貼ります。皮膚がかぶれた

り、かゆみがでたり、ただれたりする場合があります。皮膚が弱くかぶれや

すい方は検査前に申し出てください。 

４ 検査予約日時に来院できない場合やキャンセルしたい場合は、できるだけ

早く再診予約受付（電話 0568-57-0048）にご連絡ください。 

 

 

 

  

 

 


